
「
寛
文
元
年
二
年

日
帳
」

石
野

友
康

石
川
県
立
図
書
館
の
森
田
文
庫
に
「
寛
文
元
年
二
年

日
帳
」
と
い
う
史
料
が
あ

る
。（
請
求
番
号
Ｋ
二
〇
八
―
一
三

墨
付
二
十
四
丁
）。
郷
土
史
家
と
し
て
知
ら
れ
た
森
田

柿
園
（
平
次
）
の
旧
蔵
で
あ
る
。

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
十
月
か
ら
翌
二
年
七
月
ま
で
の
約
九
ヶ
月
間
の
内
容
で
、

寛
文
初
年
の
加
賀
藩
領
内
の
状
況
、
と
く
に
金
沢
城
に
関
わ
る
興
味
深
い
内
容
を
含

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
全
文
を
翻
刻
し
、
紹
介
し
た
い
。
寛
文
元
年
と
い
え
ば
、
五
代

藩
主
前
田
綱
紀
が
初
入
国
を
は
た
し
、
保
科
正
之
の
後
見
の
も
と
、
藩
主
と
し
て
独

り
立
ち
し
て
い
こ
う
と
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
金
沢
城
で
は
、
な
が
ら
く
藩
主
不

在
で
あ
っ
た
が
、
石
垣
普
請
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
居
城
と
し
て
の
整
備
が
な
さ
れ

て
い
た
。

本
史
料
は
、
従
来
、
柿
園
の
著
書
と
し
て
知
ら
れ
る
『
金
沢
古
蹟
志
』
な
ど
に
も

引
用
さ
れ
た
が
、
断
片
的
で
あ
り
、
全
文
の
翻
刻
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

原
本
に
つ
い
て
は
未
確
認
で
、
写
本
で
あ
る
と
い
う
制
約
は
あ
る
が
、
史
料
が
少

な
い
当
該
期
に
あ
っ
て
貴
重
な
文
献
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
筆
者
は
不
明
で
あ
る

が
、
お
そ
ら
く
は
金
沢
に
在
住
す
る
藩
の
重
臣
と
み
ら
れ
る
。
森
田
文
庫
の
ほ
か
に

は
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
の
加
越
能
文
庫
「
日
記
・
残
編
五
種
」（
請
求
番
号
一
六
・
四

〇
―
一
八
）
の
な
か
に
「
寛
文
元
年
・
二
年
日
帳
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
前
田
家
編
編
輯
方
に
よ
る
文
書
収
集
の
な
か
か
ら
写
本
が
作
成
さ
れ
、
森
田

文
庫
や
加
越
能
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
財
団
法
人
前
田
育
徳
会
に
「
日
帳
」
と
題
す
る
前
田
綱
紀
の
自
筆
の
日
記

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
別
史
料
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

凡
例

翻
刻
に
あ
た
り
、原
文
を
尊
重
し
た
が
、わ
か
り
や
す
い
表
記
に
統
一
す
る
た
め
、

趣
旨
を
そ
こ
な
わ
な
い
範
囲
に
お
い
て
次
の
原
則
で
表
記
を
改
め
た
。

（
一
）
字
体
は
常
用
漢
字
を
原
則
と
し
た
が
、
而
・
茂
・
江
・
者
・
与
な
ど
の
変
体

仮
名
や
�
な
ど
の
合
わ
せ
字
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
正
字
・
旧
字
の
一
部
に
つ

い
て
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
も
の
が
あ
る
。

（
二
）
表
紙
や
朱
書
部
分
に
つ
い
て
は
「

」
を
付
し
、
右
肩
に
（
表
紙
）、（
朱

書
）
と
注
記
し
た
。

（
三
）
表
敬
の
欠
字
・
平
出
に
つ
い
て
は
、
一
字
あ
け
、
平
出
に
つ
い
て
は
右
傍
ら

に
（
平
出
）
と
注
記
し
た
。

（
四
）
抹
消
部
分
に
は
文
字
の
左
側
に
�
�
�
�
を
付
け
、
原
文
に
修
正
が
あ
る
場

合
に
は
、
右
側
に
示
し
た
。

（
五
）
編
者
の
付
し
た
傍
注
に
は
（

）
を
付
し
、
校
訂
箇
所
は
〔

〕
で
示

し
た
。

（
表
紙
）「寛
文
元
年
二
年
日
帳
」

（
内
題
）「

寛
文
元
年
二
年

日
帳

十
月
十
五
日

」

十
月
十
六
日

一
、
津
田（
正
忠
・
重
臣
）

玄
蕃
先
屋
敷
、
長
屋
つ
く
ろ
い
、
住
居
仕
直
之
事
、
御
作
事
奉
行
申
渡
、

十
九
日

一
、
松
任
御
旅
屋
雪
垣
道
具
、
六
年
已
前
ニ
請
取
候
故
、
損
申
由
木
村（
馬
廻
組
）

甚
左
衛
門
、

即
刻
御
作
事
へ
申
渡
、

一
、（
枳
殼
）

き
こ
く
ノ（
実
）
ミ
う
へ
、（
�
莢
）

さ
い
か
ち
の（
実
）
ミ
う
へ
、
泉
野
辺
ニ
畠
を
い
た
し
、
植
さ
せ

候
様
ニ
十
村
可
申
付
旨
、
御
算
用
場
へ
申
渡
、
同
廿
一
日
ニ
山
本
八
兵
衛
ニ
御

算
用
場
ヘ
参
、（
実
）
ミ
う
へ
ノ
事
、
申
談
候
様
ニ
申
付
候
、

【
資
料
紹
介
】

―７６ ―
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一
）



一
、
堂
形
前
三
ツ
ノ
家
ノ
事
、
委
細
（
重
賢
・
城
番
馬
廻
）

菊
田
長
右
衛
門
・
別
所
（
定
番
馬
廻
）

次
左
衛
門
へ
申
渡
候
、

廿
一
日

一
、
御
寝
之
間
下
ニ
し
ゝ
ミ
貝
敷
候
事
、
大
（
窪
）
く
ほ（
直
重
・
小
姓
）

忠
左
衛
門
へ
申
渡
、

一
、
脇
田（
小
松
馬
廻
）

助
右
衛
門（
能
美
）

の
ミ
郡
山
奉
行
被
成
御
赦
免
候
付
、
小
松
辺
材
木
御
用
之
刻
手

つ
か
へ
可
申
候
間
、（
前
田
）

刑
部
与
力
之
内
一
人
充
小
松
江
相
詰
候
様
刑
部
方
へ
申

遣
、

一
、（
泉
脱
カ
）

玉
様
丸
御
馬
屋
立
候
土
台
石
入
候
へ
共
、
無
之
ニ
付
、
御
奉
行
小
川（
小
姓
）

又
右
衛
門
・

平
田（
小
姓
）

善
四
郎
断
ニ
付
、
戸
室
山
ニ
て
石
切
出
候
様
ニ
御（
普
請
）

ふ
し
ん
奉
行
へ
手
紙
遣

候
、

廿
二
日

一
、
御
切
米
取
為
御
加
増
被
下
候
分
、
向
後
日
割
ニ
仕
間
敷
事
、

一
、
此
以
後
所
々
御
作
事
方
入
用
所
切
ニ
一
紙
目
録
調
、
寄
合
所
へ
可
申
上
旨
、
申

渡
候
様
ニ
御
作
事
諸
方
（
算
）
さ
ん
用
場
へ
申
渡
、

寄
合
所
番
人
与
力

廿
四
日
�
如
此
御
番
勤
ル

大
沢
与
右
衛
門

山
下
彦
右
衛
門

牧
野
宗
右
衛
門

沢
根
彦
左
衛
門

不
破
八
右
衛
門

山
下
少
兵
衛

日
置
小
左
衛
門

山
森
七
郎
右
衛
門

中
西
宗
兵
衛

山
本
宗
左
衛
門

廿
七
日

一
、（
越
中
新
川
郡
）

三
日
市
御
旅
屋
セ
ハ
く
、
御
料
理
所
広
成
候
指
図
并
堺
御
旅
屋
中
門
ひ
き
く
候

間
、
か
も
い
あ
け
さ
せ
可
申
旨
、（
前
田
孝
貞
・
重
臣
）

対
馬
殿
�
申
来
、

一
、
し
ゝ
ミ
貝
之
か
ら
五
斗
俵
ニ
シ
テ
百
弐
十
俵
相
調
可
申
旨
、
原
田（
長
幸
・
馬
廻
組
）

又
右
衛
門
へ

申
遣
、（

マ
マ
）

廿
七
日

一
、
佐
藤
一
兵
衛
替
野
垣
権
丞
遣
候
様
ニ
木
戸
ニ
申
渡
、
市
兵
衛
か
へ
り
刻
銅
板
壱

枚
付
越
候
様
ニ
申
付
、

廿
八
日

一
、
江
戸
御
着
、
御
機
嫌
伺
継
飛
脚
被
遣
、

一
、
竹
来
春
廻
シ
候
様
、
黒
坂
・
葛
野
・
三
嶋
方
へ
状
遣
ス
、

十
一
月
三
日

一
、
天
玄
発
微
帙
出
来
ニ
付
、
会
所
�
江
戸
へ
上
候
付
、
〔
永
〕

松
長
永
三
方
へ
添
状
遣
、

一
、
大
経
師
や
七
左
衛
門
御
用
相
済
候
ニ
付
、銀
子
三
拾
枚
・
絹
五
疋
被
下
、罷
帰
、

則
右
之
通
江
戸
へ
申
遣
、

一
、
三
日
市
御
旅
屋
入
用
、
御
材
木
新
川
手
寄
之
山
ニ
て
切
出
候
様
ニ
山
奉
行
へ
被

申
渡
候
様
、
算
用
場
手
紙
遣
、
則
木
数
、
大
工
書
付
も
遣
、

一
、
中
村（
馬
廻
組
）

弥
五
作
十
一
月
六
日
ニ
発
足
、
則
添
状
遣
、

一
、
し
ゞ
ミ
の
貝
か
ら
、最
前
ハ
百
弐
十
俵
調
候
様
ニ
原
田
方
へ
申
遣
候
へ
共
� �
其
迄

、
五
、

入
申
間
敷
ニ
付
、

六
十
俵
程
調
候
様
ニ
重
而
申
遣
、
郡
奉
行
へ
も
申
渡
、
調
候
様
算
用
場
申
遣
、

一
、
江
戸
御
着
之
旨
申
来
候
付
、
御
着
目
出
度
旨
、
継
飛
脚
被
遣
、

一
、
桜
井
（
歩
行
）

新
左
衛
門
・
飯
嶋
久
（
歩
行
）

右
衛
門
材
木
歩
付
奉
行
則
歩
頭
へ
申
渡
、

一
、
残
有
之
肴
、
歩
行
小
頭
・
御
小
人
頭
・
御
算
用
之
者
・
役
懸
歩
行
森
川
五
郎
右

衛
門
・
坊
主
頭
・
御
扶
持
人
大
工
、
右
之
者
共
へ
被
下
、

一
、（
泉
脱
カ
）

玉
様
丸
・
金
屋
々
敷
両
池
ほ
ら
せ
、
奉
行
板
坂
吉
丞
・
疋
田（
城
番
馬
廻
）

半
平
申
渡
ス
、

一
、
日
用
直
段
先
跡
々
ノ
こ
と
く
七
分
五
厘
ニ
割
場
�
日
用
頭
へ
申
渡
、
相
極
ル
、

―７５ ―
（
二
）



六
日

一
、
金
森
長
（
馬
廻
組
）

右
衛
門
弟
病
気
ニ
付
、
万
病
円
被
下
、

一
、
古
公
事
場
や
し
き
廻
り
之
塀
出
来
之
由
案
内
、
入
用
目
録
西
脇
弥
右
衛
門
・
不

破（
異
風
）

四
郎
三
郎
召
出
、
上
ル
、

十
五
日

一
、
浅
野
川
蓮
心
寺
之
後
川
除
（
綴
）
つ
ゝ
く
り
、
普
請
奉
行
・
与
力
深
尾
市
兵
衛
・
行
山

三
郎
左
衛
門
申
渡
、

一
、
新
川
郡
西
野
番
村
善
左
衛
門
、
走
百
姓
女
と
ら
へ
、
道
具
有
所
知
れ
申
ニ
付
、

為
御
褒
美
銀
子
弐
枚
被
下
、

一
、
御
小
性
横
目
半
田
権
助
・
加
須
屋（
玄
保
）

伝
兵
衛
・
渡（
辺
）
部
所
左
衛
門
馬
飼
料
と
し
て
銀

子
十
枚
充
被
下
旨
、
会
所
へ
手
紙
遣
候
、

一
、
御
弓
蔵
奉
行
嶋
田
十
兵
衛
御
赦
免
被
成
候
旨
、
頭
へ
申
渡
、
但
、
弓
稽
古
ニ
付
、

替
可
入
事
、

一
、
御
鉄
砲
奉
行
飯
山
少
兵
衛
煩
ニ
付
、被
成
御
赦
免
之
旨
頭
へ
申
渡
、替
可
入
事
、

一
、
御
台
所
小
者
惣
右
衛
門
銀
子
壱
枚
被
下
、
但
、
鈴
木
次
右
衛
門
尋
申
儀
有
様
ニ

申
付
被
下
、

一
、
戸
室
石
つ
り
日
用
、
明
日
�
壱
人
九
分
充
ニ
雇
候
様
、
割
場
へ
申
渡
候
、

廿
二
日

一
、
高
岡
先
奉
行
裁
許
之
塩
、
当
奉
行
へ
相
渡
事
、
表
数
断
、
可
請
取
由
、
当
奉
行

与
中
一
、
壱
番
皆
済
仕
候
為
褒
美
、
銀
子
三
枚
（
十
村
・
射
水
郡
下
条
組
裁
許
）

下
条
村
瀬
兵
衛
被
下
、

一
、
与
中
壱
番
皆
済
仕
ニ
銀
子
弐
枚
河
原
村
十
左
衛
門
被
下
、
但
、
少
□
銀
ニ
成
付

被
下
、

一
、
（
利
常
娘
富
姫
）

八
条
姫
君
様
へ
被
遣
塩
鴨
、
越
中
へ
申
遣
様
ニ
会
所（
重
保
）

水
原
ニ
宮
崎
申
渡
ス
、

一
、
使
者
宿
三
軒
并
下
宿
三
軒
可
被
極
事
、
町
奉
行
へ
申
渡
候
、

一
、
御
歩
之
者
只
今
�
聞
立
、
来
春
可
被
召
置
事
、

一
、
材
木
運
賃
吟
味
可
相
極
事
、

一
、
他
国
へ
続
参
候
も
の
増
路
銀
極
之
事
、

一
、
尾
添（
朱
書
）「
之
歟
」

こ
ろ
も
銀
子
御
か
し
可
有
事
、
会
所
・
御
算
用
場
へ
御
借
候
様
ニ
申
渡
、

一
、
高
岡
御
詰
塩
改
、
町
夫
つ
か
ひ
候
様
申
遣
事
、

一
、
諸
浦
�
他
国
へ
壱
年
切
水
子
す
へ
ニ
不
居
留
様
縮
仕
、
勝
手
次
第
致
奉
公
候
様

郡
奉
行
�
申
渡
候
様
ニ
算
用
場
へ
申
渡
、

十
二
月
三
日

一
、
万
治
三
年
御
目
付
衆
能
州
御
越
之
刻
、
高
松
御
泊
之
刻
木
竹
縁
取
畳
預
り
人
へ

被
下
候
、

一
、
下
�
御
取
寄
被
成
候
御
材
木
運
賃
極
頭
書
、
寺
西
新
七
ニ
相
渡
ス
、

一
、
河
崎
権
八
・
園
田
左
太
郎
・
大
山
権
三
郎
当
暮
御
仕
着
会
所
并
藤
田（
安
輝
・
中
小
姓
）

八
郎
兵
衛

ニ
申
渡
、
小
袖
壱
、
上
下
壱
具

踏
皮
弐
足

一
、
御
台
所
役
懸
り
不
足
人
召
置
、
足
軽
遣
不
申
様
ニ
可
仕
旨
申
渡
ス
、
御
賄
奉
行

へ
、

一
、
宮
腰
出
村
之
義
、
弥
可
相
尋
旨
、
新
七
申
渡
ス
、

一
、
山
川
市
郎
右
衛
門
銅
吹
セ
候
付
、
情
ヲ
出
申
故
、
銀
子
壱
枚
被
下
候
、

五
日

一
、
諸
給
人
先
次
第
調
様
可
為
此
跡
御
定
銀
子
先
弐
百
貫
目
請
取
払
切
次
第
可
為
案

内
旨
申
渡
、

一
、
拾
壱
人
惣
並
増
免
被
下
所
付
之
義
算
用
場
申
渡
、

八
日

一
、
酒
井（
忠
直
・
小
浜
藩
主
）

修
理
大
夫
殿
家
老
中
�
之
飛
脚
両
人
ニ
金
壱
歩
弐
切
充
被
下
旨
、
会
所
へ

申
渡
、

九
日

一
、
当
年
米
売
兼
候
付
而
、
役
銀
出
銀
当
廿
八
日
時
分
迄
指
延
候
事
、

一
、
下
へ
材
木
調
橋
本（
馬
廻
）

治
部
左
衛
門
当
夏
御
使
長
瀬（
馬
廻
）

孫
丞
御
迎
迄
罷
越
、
足
軽
共
御

貸
銀
当
暮
被
指
延
、

―７４ ―
（
三
）



一
、
（
草
槇
）

く
さ
ま
き
板
数
六
百
、
津
田（
正
真
・
人
持
）

内
蔵
助
被
下
、

十
二
日

一
、
高
岡
瑞
龍
寺
御
作
事
御
材
木
川
流
人
足
多
入
候
由
御
奉
行
断
ニ
付
、
正
月
之
内

百
姓
手
透
ニ
可
有
之
候
条
、
篠
嶋
豊
前
与
力
断
次
第
日
用
申
付
、
相
渡
候
様
ニ

津
田（
馬
廻
）

右
京
・
金
森（
馬
廻
）

長
左
衛
門
へ
申
遣
、

一
、
岡
本
丹
波
ニ
被
下
知
二
百
石
分
当
物
成
代
銀
結
目
録
調
可
申
哉
之
旨
、
（
算
）
さ
ん
用

場
断
ニ
付
、
早
々
調
可
遣
旨
申
遣
候
、

十
九
日

一
、
惣
百
姓
御
普
請
廿
日
迄
勤
、
廿
一
日
�
あ
け
可
申
旨
、
割
場
奉
行
へ
申
渡
、

一
、
銀
子
弐
百
貫
目
前
田（
孝
貞
・
重
臣
）

対
馬
ニ
御
借
被
成
、
加
判
人
、
前
田（
恒
知
・
人
持
）

権
之
助
・
前
田
（
長
城
・

平
大

火
消
役
）

夫
・
不
破（
為
貞
・
奏
者
番
）

彦
三

一
、
同
百
貫
目
奥
村（
栄
清
）

河
内
ニ
御
借
被
成
、
加
判
人
奥
村（
時
成
）

内
匠

一
、
同
三
百
貫
目
奥
村（
庸
礼
）

因
幡
ニ
御
借
被
成
、
加
判
人
横
山（
忠
次
）

左
衛
門

但
、
内
百
貫
目
京
都
ニ
而
渡
ル
、

一
、
御
料
理
人
届
賃
、
上
壱
匁
三
分
、
中
壱
匁
弐
分
、
下
壱
匁
壱
分
相
極
、

廿
二
日

銀
や

一
、
埋
忠
仁
左
衛
門
江
戸
へ
被
遣
、
銀
子
五
枚
被
下
、
廿
六
、
七
日
当
地
発
足
、

一
、
松
下
か
り
遠
所
之
百
姓
共
あ
つ
ま
り
候
へ
ハ
、
め
い
わ
く
仕
旨
ニ
付
、
当
秋
前

与
力
御
奉
行
ニ
て
百
姓
之
透
を
見
斗
、
山
近
所
之
も
の
ニ
お
ろ
さ
せ
、
村
切
ニ

直
段
ヲ
極
、
百
姓
ニ
売
渡
シ
、
高
利
取
不
申
様
ニ
申
渡
、
百
姓
商
買
仕
候
由
、

御
（
算
）
さ
ん
用
場
�
申
渡
旨
、

正
月
四
日

一
、
御
的
矢
江
戸
�
申
来
、
吉
田（
茂
勝
・
射
手
裁
許
）

左
近
・
吉
田（
元
茂
・
先
弓
頭
）

平
兵
衛
申
渡
、

一
、
上
方
�
御
荷
物
御
取
寄
せ
之
才
料
身
代
四
、五
百
石
之
衆
御
馬
廻
与
頭
へ
申
遣
、

六
日

一
、
去
年
松
前
�
調
来
候
鷲
・
鷹
・
嶋
梟
ノ
尾
何
も
江
戸
へ
可
上
旨
被

仰
出
、
継

飛
脚
を
以
、
吉
田（
茂
直
・
射
手
裁
許
）

忠
左
衛
門
方
へ
今
日
六
日
ニ
遣
申
候
、

一
、
御
弓
吉
田
左
近
・
吉
田
平
兵
衛
・
左
近
せ
か
れ
、
平
兵
衛
せ
か
れ
（
マ
マ
）

五
人
弐
張
充

削
上
候
様
ニ
と

御
意
候
間
、
忠
左
衛
門
方
�
申
来
、
則
左
近
・
平
兵
衛
ニ
申

渡
、
御
好
之
目
録
渡
し
申
候
、

一
、
才（
朱
書
）「
畠
」

川
桜
留

�

向
川
除
崩
家
な
と
も
あ
ぶ
な
き
よ
し
、
里
見（
元
茂
・
金
沢
町
奉
行
）

七
左
衛
門
被
罷
出
、

理
尻
御
奉
行
与
力
両
人
申
渡
、
町
奉
行
指
図
次
第
御
普
請
仕
候
へ
と
与
力
頭
へ

申
遣
候
、
割
場
へ
も
右
之
通
申
渡
候
、

一
、
上
方
御
使
浅
賀
権
之
丞
被
遣
事
、

正
月
九
日

一
、
新
川
郡
松
倉
金
山
つ
る
に
付
候
由
ニ
而
、
跡
々
五
百
目
之

�
�
�
�
か
ん
せ
う
ハ
無
之
候

得
共
、
五
百
目
望
相
極
候
処
ニ
つ
る
よ
き
に
付
而
忠
三
郎
・
久
兵
衛
と
申
も
の

弐
貫
七
百
目
ニ
望
書
付
を
出
し
候
付
而
、
則
九
兵
衛
・
忠
三
郎
ニ
被
仰
付
候
跡

之
山
仕
太
右
衛
門
に
く
き
仕
合
候
へ
共
、
先
其
分
ニ
而
、
追
而
可
有
談
合
候
、
其

通
津
田（
正
重
・
算
用
場
奉
行
）

宇
右
衛
門
・
駒
井（
守
重
・
馬
廻
頭
）

主
水
郡
奉
行
ヘ
申
渡
候
、

正
月
九
日

一
、
郡
�
な
に
ゝ
よ
ら
す
新
敷
金
・
米
上
ル
事
出
来
候
ハ
ヽ
、
郡
奉
行
手
前
ニ
而
致

吟
味
ヲ
、
入
ヲ
立
、
取
立
ハ
十
村
可
仕
由
、
郡
奉
行
・
算
用
場
へ
申
渡
候
、

正
月
九
日

一
、
才
川
・
浅
野
川
川
除
御
普
請
奉
行
定
役
ニ
い
た
し
、
切
て
打
廻
り
、
悪
所
候

ハ
ヽ
、
ま
え
か
と
�
修
理
可
仕
旨
手
紙
ヲ
被
遣
候
、
下
奉
行
入
候
ハ
ヽ
寄
合
所

へ
可
断
旨
、
御
普
請
奉
行
へ
御
申
渡
候
、

正
月
九
日

一
、
当
年
登
米
、
岡
廻
御
奉
行
与
力
六
人
入
候
付
而
、
致
用
意
可
被
極
置
由
、
津
田

宇
右
衛
門
・
駒
井
主
水
方
�
与
力
奉
行
へ
可
被
申
渡
旨
、
宇
右
衛
門
・
主
水
へ

申
渡
候
、

―７３ ―
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正
月
十
九
日

一
、
兼
松
小
右
衛
門
銀
子
六
貫
目
御
か
し
ニ
付
、
除
知
百
石
い
た
し
、
連
々
を
以
可

上
旨
、
御
（
算
）
さ
ん
用
場
へ
申
渡
、

廿
七
日

一
、
繁
久
寺
客
殿
ノ
箱
棟
廻
り
之
塀
破
損
被
致
候
様
、
杉
江（
馬
廻
）

兵
介
ニ
申
渡
、

廿
八
日

一
、
矢
師
金
右
衛
門
御
給
金
当
年
�
春
壱
枚
・
暮
壱
枚
両
度
ニ
可
被
相
渡
旨
、
宮
川

（
馬
廻
）

五
右
衛
門
・
古
沢（
馬
廻
）

加
兵
衛
方
へ
申
渡
ス
、

一
、
御
給
銀
九
拾
目
壱
人
半
扶
持

御
土
蔵
小
者
市
蔵
此
通
被
下
旨
、
宮
川
五
右
衛

門
・
古
沢
加
兵
衛
方
へ
申
渡
ス
、

二
月
三
日

一
、
日
楽
伊
兵
衛
江
戸
へ
被
為
召
ニ
付
、
上
下
三
人
ニ
而
罷
越
旨
割
符
所
へ
申
渡
、

一
、
中
田
之
御
旅
や
を
こ
ほ
ち
取
、東
岩
瀬
へ
御
建
被
成
、御
奉
行
杉
若（
馬
廻
）

九
左
衛
門
・

高
崎
（
小
姓
）

半
九
郎
へ
申
遣
義
、
日
用
人
足
何
ニ
よ
ら
す
能
様
ニ
肝
煎
可
申
旨
、
高
岡

上
村
・
千
田
河
西
郡
奉
行
へ
書
状
遣
、

二
月
八
日

一
、
御
長
柄
小
者
給
銀
之
儀
ニ
付
、
対
馬
殿
・（
今
枝
近
義
・
重
臣
）

民
部
殿
状
写
下
割
へ
も
遣
、

二
月
十
二
日

一
、
す
ミ
二
千
俵
か
三
千
俵
・
こ
ろ
百
た
な
か
二
百
た
な
被
召
上
、
御
城
へ
上
ケ
置

事
、（
美
知
・
会
所
奉
行
）

窪
田
・
宮
崎
ニ
申
渡
、

一
、
古
塩
箱
ニ
つ
め（
会
所
奉
行
）

申
事
、
五
千
俵
有
之
由

一
、
三
ノ
丸

（
塵
防
）

ち
り
ふ
セ
き
ハ
壱
尺
四
方
ノ
石
ヲ
以
、
可
仕
事
、

一
、
さ
ま
石
斉
藤（
安
次
・
割
場
奉
行
）

長
兵
衛
へ
申
渡
、

一
、
む
か
い
や
し
き
や
く
ら
上
ノ
重
さ
ま
窓
も
出
か
ら
し
ノ
こ
と
く
ニ
さ
ま
一
つ
分

出
し
可
申
候
事
、
内
ニ
も
上
下
共
ニ
口
ヲ
付
、
ひ
ら
き
戸
ぬ
り
か
く
し
を
き
可

申
事
、
土
へ
い
下
や
く
ら
下
戸
室
山
石
ニ
て
ひ
か
へ
ノ
あ
る
石
ニ
て
つ
き
可
申

事
、
沢
田
弥
一
郎
ニ
申
渡
、

二
月
十
六
日

一
、
餌
割
奉
行
原
儀
右
衛
門
や
し
き
替
仕
ニ
付
、
引
科
可
被
下
旨
、
御
普
請
奉
行
へ

申
渡
候
、

一
、
御
鷹
師
林
孫
三
郎
・
山
崎
熊
之
助
手
相
鷹
餌
割
帳
紙
可
相
渡
旨
、
会
所
へ
申
渡
、

廿
五
日

一
、
小
津
金
吹
銀
座
家
之
事
、
当
町
奉
行
�
致
指
図
、
岡
田
十
右
衛
門
へ
い
た
さ
せ

候
様
ニ
申
遣
、

三
月
六
日

一
、
秋
田
ニ
而
相
調
御
材
木
、
最
前
此
方
�
被
仰
付
目
録
之
外
す
ほ
ん
四
千
丁
調
候

間
、
舟
其
心
得
い
た
し
可
越
由
、
寺
西（
直
武
・
馬
廻
）

新
七
方
へ
申
越
候
、
則
舟
弐
艘
遣
候
、

運
賃
惣
な
ミ
ニ
前
銀
を
渡
可
遣
哉
と
新
七
へ
尋
遣
候
、
い
か
に
も
惣
材
木
な
ミ

ニ
遣
可
申
旨
、
新（
後
筆
）「
含
カ
」

七
ニ
申
合
遣
候
、

一
、
あ
ら
木
之
御
弓
五
挺
出
来
候
付
而
今
日
認
、
明
七
日
指
下
候
様
ニ
と
会
所
へ
申

渡
認
申
候
、

一
、
高
岡
御
鳥
屋
破
損
、
修
理
候
様
、
惣
八
・
権
平
断
書
付
ニ
状
添
、
上
村
・
千
田

方
へ
遣
、

十
二
日

一
、
鉄
炮
稽
古
所
土
塀
中
ぬ
り
可
仕
旨
、
御
奉
行
中
嶋
左
助
・
渡
辺
彦
左
衛
門
断
候

故
、
一
段
尤
之
旨
、
并
番
人
請
縮
之
儀
、
（
割
）
わ
り
場
�
申
付
候
様
ニ
申
遣
、

一
、
放
生
津
ニ
白
土
有
之
由
、
御
（
算
）
さ
ん
用
場
�
申
来
、

一
、
河
原
御
関
所
之
柵
木
く
さ
り
候
間
、取
替
度
旨
、原（
城
番
馬
廻
）

与
三
右
衛
門
書
付
出
候
付
、

山
奉
行
方
�
相
渡
候
様
ニ
（
算
）
さ
ん
用
場
�
可
被
申
渡
旨
申
遣
、

十
六
日

一
、
銅
吹
前
銀
御
借
事
、
会
所
へ
申
渡
ス
、

四
月
九
日

一
、
御
鷹
師
七
人
御
餌
指
三
人
、
去
年
江
戸
�
御
供
仕
、
則
御
借
シ
金
有
之
候
付
、

―７２ ―
（
五
）



利
足
之
断
申
候
処
ニ
御
定
之
通
、
去
年
分
ハ
利
足
被
成
御
赦
免
、
当
春
�
利
足

出
候
様
ニ
会
所
へ
申
渡
候
、

四
月
十
九
日

一
、
御
指
矢
弓
百
張
斗
御
用
之
由
江
戸
�
申
来
、
御
土
蔵
改
候
へ
ハ
、
三
十
張
計
有

之
、
残
分
上
方
へ
急
速
調
候
様
ニ
申
遣
候
、
御
弓
打
一
人
上
方
へ
可
遣
由
御
射

手
頭
会
所
へ
申
渡
、

五
月
九
日

一
、（
松
平
定
重
・
桑
名
藩
主
）

越
中
殿
奥
様
御
料
人
之
事
、
和
田（
小
姓
）

数
馬
ニ
申
渡
、

一
、
瑞
龍
寺
瓦
不
足
之
絵
図
、
原（
馬
廻
）

五
郎
左
衛
門
へ
渡
遣
ス
、

一
、
今
津
破
損
之
儀
、
山
瀬
加
兵
衛
罷
登
、
則
可
申
渡
、

六
月
三
日

（
朱
書
）

「
付
札

小
松
御
普
請
ニ
巻
轆
轤
入
候
付
て
、
御
作
事
へ
相
尋
候
処
ニ
木
無
之
由
申

故
、
庄
川
原
へ
拵
ニ
遣
候
、
奉
行
・
与
力
一
人
遣
候
、」

一
、
小
松
御
城
堀
之
本
ノ
マ
ヽ

藻
取
候
人
足
并

惣
構
竹
巻
人
足
年
々
町
夫
出
可
申
、
破
損
奉

行
手
形
を
以
可
渡
旨
、
状
被
遣
事
、

六
月
六
日

一
、
御
鉄
炮
奉
行
帳
切
手
紙
請
取
度
旨
断
ニ
付
、
則
御
老
中
へ
窺
可
相
渡
旨
、
会
所

へ
申
渡
、

一
、
所
々
ニ
而
稽
古
仕
損
筒
岡
嶋（
一
信
・
異
風
裁
許
）

五
兵
衛
・
福
嶋（
異
風
頭
）

武
左
衛
門
請
取
、
鉄
炮
奉
行
へ
渡

置
候
様
ニ
右
両
人
へ
申
渡
ス
、
此
段
御
老
中
へ
窺
、

一
、
岡
嶋
五
兵
衛
・
福
嶋
武
左
衛
門
預
り
足
軽
、
鉄
炮
稽
古
帳
惣
並
ニ
割
場
へ
可
渡

置
旨
右
両
人
へ
申
渡
、
此
段
御
老
中
へ
窺
、

一
、
鉄
砲
台
木
引
わ
ら
せ
候
儀
最
前
生
熊
仁
右
衛
門
・
桑
原
新
七
ニ
被

仰
付
候

間
、
唯
今
も
作
事
場
ニ
而
小
割
い
た
さ
せ
、
異
風
頭
可
被
請
取
由
申
渡
、

一
、
筒
乱
之
緒
ノ
儀
、
会
所
へ
申
京
都
�
か
な
を
取
寄
為
打
可
被
申
旨
、
異
風
頭
へ

申
渡
、六

月
九
日

一
、
御
弓
奉
行
帳
切
手
紙
請
取
度
旨
断
ニ
付
、
可
相
渡
旨
会
所
へ
申
渡
、

一
、
瑞
龍
寺
本
高
色
々
其
外
可
入
道
具
共
之
儀
、
杉
江
兵
介
断
ニ
付
、
御
老
中
へ
窺

候
へ
ハ
、
寺
社
奉
行
手
前
ニ
而
相
調
さ
せ
可
申
旨
被

仰
付
、
其
段
寺
社
奉
行

并
杉
江
兵
介
ニ
も
申
渡
、

一
、
御
露
地
ニ
而
室
外
仕
候
小
人
里
子
ニ
可
申
付
由
ニ
而
江
戸
�
被
指
越
ニ
付
、
算
用

場
へ
渡
し
里
子
可
仕
旨
、
割
場
奉
行
へ
申
渡
、

一
、（
岡
カ
）

冨
田
甚
九
郎
事
、
藤
田
八
郎
兵
衛
ニ
相
尋
候
処
、
一
門
之
者
共
ニ
預
置
由
申
候
、

一
、
松
前
へ
罷
越
御
鷹
師
共
、
銀
子
借
用
仕
度
旨
申
ニ
付
、
会
所
銀
か
し
可
申
旨
、

御
老
中
被
仰
渡
、
則
宮
崎（
馬
廻
）

弥
左
衛
門
ニ
申
渡
、

一
、
御
自
分
御
普
請
ニ
遣
申
苧
無
之
付
而
御
作
事
奉
行
断
候
間
、
買
上
ニ
可
仕
由
申

渡
、
苧
時
ニ
五
千
貫
目
も
壱
万
貫
目
も
一
度
ニ
被
召
上
可
然
由
、
御
老
中
被

仰
付
、
其
段
宮
崎
弥
左
衛
門
ニ
申
渡
、

七
月
六
日

一
、
江
戸
の
替
銀
之
儀
与
頭
無
キ
者
ハ
、
其
身
書
付
内
膳
・
七
郎
兵
衛
添
書
可
仕
旨

御
年
寄
衆
御
申
之
事
、

七
月
廿
二
日

才
村
弥
右
衛
門

奥
田
四
郎
左
衛
門

沢
崎
四
郎
兵
衛

福
岡
半
右
衛
門

右
両
人
充
与
合
田
上
村
・
野
田
山
御
蔵
立
申
奉
行
被

仰
候
間
、
御
作
事
へ
罷

出
、
加
藤（
重
治
・
馬
廻
）

惣
兵
衛
受
指
図
候
様
ニ
、
可
被
申
渡
旨
、
式
部
・
織
部
へ
状
遣
候
事
、

―７１ ―
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